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・論点項目＜15＞

重大事故に対応する要員は常時確保できているか
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論点項目＜15＞

重大事故等に対処する要員（1/3）
平日の勤務時間帯に加えて，夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）において，重大事故等が発生し
 場合  速   対策 行    ，発電所構内 必要 重大事故等 対処  要員   1，2号運
転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊を常時確保する。
また，あらかじめ定めた連絡体制に基づき，平日の勤務時間帯，夜間及び休日（平日の勤務時間帯以
外）において，必要な重大事故等に対処する要員を非常招集する。
要員参集後においては，参集した要員の中から必要要員を確保し，101名※ 原子力防災組織体制 移
行     ，参集  残  要員 ，交替要員   免震重要棟等 待機   
※：101名のうち，92名は緊急時対策所に，運転員9名は中央制御室で対応する。

【平日の勤務時間帯】
重大事故等 発生 緊急時体制 発令   場合，電話，所内通信連絡設備等  発電所構内 重
大事故等に対処する要員 対  非常招集 行 ，緊急時対策本部 設置     活動 実施   
中長期的 対応 交替     運転員以外 発電所員       全員（約450 名）が重大事故
等に対処する要員であることから，平日の勤務時間帯での要員確保は可能である。

【夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）】
重大事故等 発生 緊急時体制 発令   場合，電話，所内通信連絡設備等 要員招集     
用いて緊急時対策本部体制を構成する重大事故等に対処する要員に対し非常招集を実施する。
重大事故等 発生  場合  速   対策 行    ，47名の重大事故等に対処する要員（1，2
号運転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊）を，発電所構内に常時確保する。要員は，免震重要棟
又   近傍，１，２号炉制御室建物又   近傍及 ３号炉制御室建物又   近傍 執務若  
は待機し，招集連絡を受けた場合は，速やかに緊急時対策所に集合する。
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論点項目＜15＞

重大事故等に対処する要員（2/3）

＜夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）における対応要員＞
夜間及 休日（平日 勤務時間帯以外）    ，初動対応 行 重大事故等 対処  要員
47 名 ，当社社員 給水確保，電源確保，燃料確保，       確保，放射線管理及 消
火対応 当  自衛消防隊長及 協力会社社員（18 名）等で構成する。
    要員 初動対応 行 ，  後 非常招集等 基  順次参集  要員   体制 拡充 ，
緊急時対策本部の全体体制の要員数（101名）を確保するとともに，発電所での対応者と待機者を
人選し，12時間毎 目途 交代     長期的 対応  対処可能 体制 構築   
発電所員約540名のうち約390名が10km圏内に在住しており，夜間及び休日や大型連休中であっ
て，要員の参集手段が徒歩移動のみである場合を想定しても，訓練実績等から7時間以内に150名
程度 参集 可能 考    ，長期的 事故対応 行    外部  発電所 参集  重大事
故等に対処する要員（54名）は，要員参集の目安としている8時間以内に確保可能である。

＜1号炉対応要員＞
廃止措置号炉   １号炉 ，    使用済燃料 １号炉 燃料    保管  ，十分 期
間    冷却   状態   ，対応作業   時間的 余裕     ，監視 運転操作対応 
    ，号炉   確立  指揮命令系統   ，中央制御室 常駐    運転員   対応 
当たる。
可搬型設備   １号炉 燃料    注水  操作     ，平日 勤務時間帯     発電
所内に勤務する緊急時対策要員，夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）においては，発電所
外から参集した緊急時対策要員で２号炉の対応を優先しつつ対応に当たる。
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※２

３号炉中央制御室

１，２号炉中央制御室

※１　火災発生時は自衛消防隊として活動を行う。

※２　１，２号炉含め本体制にて対応するが，１号炉については必要な措置を講じるまでに

　　　時間的余裕があるため，２号炉対応を優先する。

※３　故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムの発生により，１，２号炉中央制御室

　　　（１号及び２号運転員を含む。）が機能しない場合に活動を期待する要員。

　重大事故等に対処する要員

　緊急時対策要員

指示者
［副原子力防災管理者］

１ 連絡責任者 連絡担当者 ３

放射線管理要員 ３

給水確保要員 ６

１

※Ａ

※Ｂ

送水確保要員 ６

燃料確保要員 ４

電源確保要員 ３

６

アクセスルート確保要員 ２

運転補助要員 ２

　自衛消防隊

※Ａ 自衛消防隊長 １ 消防チーム

２号運転員 ６

　運転員

※Ｂ 当直長 １ １号運転員 ２

合計：４７名

※１

※１

※１

※１ ※１

※１ ※１

※１

※３

※１

論点項目＜15＞

重大事故等に対処する要員（3/3）

原子力防災組織 体制図
（夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）

※５

　重大事故等に対処する要員

※１　本部員含む。 ①：意思決定・指揮
※２　役割に応じたチームを編成する。 ②：情報収集・計画立案
※３　火災発生時以外は復旧班員として活動を行う。 ③：復旧対応
※４　火災発生時は自衛消防隊として活動を行う。 ④：プラント監視対応
※５　１，２号炉含め本体制にて対応するが，１号炉については ⑤：対外対応
　　  必要な措置を講じるまでに時間的余裕があるため，２号炉 ⑥：情報管理
　　  対応を優先する。 ⑦：ロジスティック・リソース管理
※６　復旧班長２名のうち１名が，１号復旧対応を実施する際に，
　　  必要な指示を実施する。
　　　は人数を示す

本部長 ２ ２号炉原子炉主任技術者 １

技術班長 １

放射線管理班長 １

技術班員 ３

放射線管理班員 １

技術統括 １

復旧班員 ６復旧統括 １ 復旧班長

プラント監視班長 １ プラント監視班員 ２プラント監視統括 １

報道班長 １

対外対応班長 １ 対外対応班員 １

広報統括 １

情報管理班長 １

通報班長 １

情報管理班員 ２

通報班員 １

情報統括 １

支援班長 １

警備班長 １

支援班員 ９

警備班員 ２

支援統括 １

緊急時対策要員

技術支援組織

実施組織

運営支援組織

復旧班
現場要員 24

※１

①

②

③

⑤

⑦

合計：１０１名

放射線管理班
現場要員 ４

※２

④

⑥

※６

運転補助要員 ２

３号炉中央制御室

自衛消防隊長 １

消防チーム ６

自衛消防隊

※Ａ

※Ａ

※Ｂ

※３

２

消火班 ８

１，２号炉中央制御室

１号運転員

２号運転員

※４

※４

※Ｂ

運転員

当直長 １
※４

２

６

※３

原子力防災組織 体制図
（要員参集後）
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・論点項目＜16＞

重大事故に対応する要員はどうやって異常事態を

検知し，検知後はどう行動するのか
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論点項目＜16＞

重大事故等 発生 緊急時体制 発令   場合，電話，所内通信連絡設備等 要員招集     
用いて，発電所構内及び構外の緊急時対策本部体制を構成する重大事故等に対処する要員に対して非
常招集 行 ，緊急時対策本部 設置     活動 実施   

【事象発生確認  要員  連絡経路】
発電所    警戒事態該当事象，原子力災害対策特別措置法該当事象 発生  場合，事象発見
者（当直長等）  連絡責任者 連絡  ，所長（原子力防災管理者） 報告    
所長（原子力防災管理者） ，    緊急時体制 発令 ，   受  連絡責任者 ，電話，所
内通信連絡設備等や，要員招集システム（メール）を用いて重大事故等に対処する要員を非常招集する。
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論点項目＜16＞

【発電所構内の要員の参集】
平日勤務時間帯    ，緊急時対策要員      管理事務所 執務    ，招集連絡 受  
場合は，速やかに緊急時対策所に集合する。
夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）において，発電所構内に常駐する47名の重大事故等に対処
する要員（初動対応要員）は，免震重要棟又はその近傍，１，２号炉制御室建物又はその近傍及び
３号炉制御室建物又   近傍 執務若   待機    ，招集連絡 受  場合 ，速   緊急
時対策所に集合する。

【発電所構外の要員の参集】
夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）に重大事故等が発生した場合に，発電所外にいる緊急時対
策要員を速やかに非常招集するため，「要員招集システム」，「通信連絡手段」等を活用し，要員の非常
招集を実施する。
松江市内 震度６弱以上 地震 発生  場合  ，社内規程 基  ，非常招集連絡     自
主的に発電所に参集する。
集合場所 ，基本的  構外参集拠点（緑 丘施設，宮内（社宅 寮）及 佐太前寮）    ，
発電所の状況が入手できる場合は，直接発電所へ参集可能とする。
構外参集拠点（緑 丘施設，宮内（社宅 寮）及 佐太前寮） 参集  緊急時対策要員 ，緊急
時対策本部 非常招集 係 以下 確認，調整 行 ，発電所 集団 移動   
①発電所 状況（発電所  移動 可能     状況    （格納容器    実施見通 ），発
電所 行    必要 装備（放射線防護服，   ，線量計 含  ））

②  他発電所 得   情報（発電所  移動 関  道路状況等，移動     有益 情報）
③発電所 移動  人 情報（人数，体調，移動手段（徒歩，車両），連絡先）
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論点項目＜16＞

図1 緊急時対策要員 非常招集 流 
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論点項目＜16＞

図2 緊要員招集システムによる非常招集連絡
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・論点項目＜17＞

アクセスルートの確保手段は用意されているか
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論点項目＜17＞

保管場所の設定
高圧発電機車，大量送水車，移動式代替熱交換設備等 可搬型重大事故等対処設備（以下 可
搬型設備     ） ，大型航空機 衝突等 考慮 ，原子炉建物，    建物，廃棄物処理建
物から100m以上離  複数 保管場所 保管     （表1参照）
保管場所は，基準津波の影響を受けない，防波壁の内側の場所としている。また，基準地震動Ssによ
る被害（周辺構造物の損壊等）の影響を受けない場所としている。（表1参照）

保管場所 標高 原子炉建等からの
離隔距離※1,2

常設代替交流電源設備
   離隔距離※3 地盤の種類

第１保管エリア EL50m 約270m 約480m 切土地盤
（一部，埋戻部）

第２保管エリア EL44m 約260m ―※4
盛土地盤
（輪谷貯水槽
（西１／西２））

第３保管エリア EL13 33m 約200m 約530m 切土地盤

第４保管エリア EL8.5m 約320m 約630m 切土地盤
（一部，埋戻部）

表１ 保管場所 標高，離隔距離，地盤 種類

※ 各設備 保管場所     ，今後 検討結果等   変更   可能性    
※1 原子炉建物，    建物，廃棄物処理建物   ，各保管場所   距離 最 短 建物   離隔距離 示  
※2 低圧原子炉代替注水系が位置する低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽及び格納容器フィルタベント系が位置する第１ベントフィルタ格
納槽 保管場所 離隔距離 ，原子炉建物近傍 位置        原子炉建物   離隔距離 代表    

※3 常設代替交流電源設備 高圧発電機車及        配置    保管場所  離隔距離 示  
※4 第２保管    高圧発電機車及        配置      －

保管場所の位置は，機密に係る事項のため公開できません。
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論点項目＜17＞

屋外アクセスルートの設定と確保（1／4）
可搬型設備 運搬経路及 要員 移動経路   ，基準地震動Ssによる被害及び基準津波の影響を受
   経路 含  複数         設定     
【地震による屋外アクセスルートへの影響】
• 周辺構造物の損壊によるアクセスルートへの影響を考慮しても，アクセスルートに必要な幅員3m（可搬
型設備 車両幅 ，原子炉等  注水       敷設幅 考慮 設定） 確保可能      
確認している。

• 変圧器等 火災想定施設 火災 発生  場合  ，          離隔距離 確保     ，
アクセスルートへの影響はないことを確認している。

• 緊急時対策所 可搬型設備 保管場所 2号炉原子炉建物等の作業場所までのアクセスルートについ
  ，地震   影響 考慮      段差緩和対策 行    ，仮復旧   可搬型設備 通行
が可能であることを確認している。

        積雪 火山灰 降灰，    発生    場合，保管場所 分散保管        
ローダを用いて除雪等を実施することで，アクセスルートを確保する。
例  ，積雪 場合 20cm 積雪量 対  ，最長77分で，火山灰の場合は56cm 降灰厚  対 
 ，最長218分で，アクセスルートの確保が可能である。また，がれきの発生に対しても，1kmあたり43分
で撤去可能で，アクセスルートの確保が可能である。

一部         ，土石流 発生 送電線 垂 下     影響 及  場合 考慮 ，   の
影響を受けない連絡通路      設置 ，        確保     ，要員 安全確保上，事象
発生後   復旧作業 実施    

アクセスルートの位置は，機密に係る事項のため公開できません。
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【ホイールローダによる除雪及び除灰作業】
        復旧     ，気象予報等 踏   アクセス性に支障が生じる前にあらかじめ除雪や除
灰等の活動を開始する運用    島根原子力発電所 保管               除雪及 除
灰に要する時間を以下のとおり算定した。

（１）除雪
• ホイールローダ 押 出 可能量 16t  ，積雪量20cm 道路外 押 出    想定 
• 除雪作業時 移動速度 ，        １速     値 平均的 速度  設定 
• 緊急時対策所及 保管場所  可搬型設備 通行  水源，接続先，送水先までのルートの除雪
に要する時間 最長77分である。

（２）除灰
•         押 出 可能量 16tとし，降灰厚 56cm 道路外 押 出    想定 
• 除灰作業時 移動速度 ，        １速     値 平均的 速度  設定 
• 緊急時対策所及 保管場所  可搬型設備 通行  水源，接続先，送水先       除雪
に要する時間は最長218分である。

図１ 除雪方法イメージ

論点項目＜17＞

屋外アクセスルートの設定と確保（2／4）

図２ 除灰方法イメージ
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【ホイールローダによるがれき撤去作業】
島根原子力発電所 保管                  撤去 要  時間 以下    算定 ，
撤去時間 合成  ，    撤去速度 １kmあたり43分である。

（１）5t未満のがれき
• 5t未満のがれきは50m区間毎 道路外 押 出    想定 
• 5t未満のがれき撤去時 移動速度 ，        １速     値 平均的 速度  設定 
• 1kmあたり（20箇所）の撤去時間は26分である。

（２）5t以上のがれき
• 5t以上のがれきは100m区間に1箇所 仮定  道路外 押 出    想定 
• 移動速度 対象 重量物      考慮  1速 平均的 速度 20%程度 設定 
• 1kmあたり（10箇所）の撤去時間は43分である。

論点項目＜17＞

屋外アクセスルートの設定と確保（3／4）

図３ 撤去方法イメージ（５t以上）

図４ 撤去方法イメージ（5t未満）
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論点項目＜17＞

屋外アクセスルートの設定と確保（4／4）

【土石流 発生 送電線 垂 下   影響 受   連絡通路 設置】

緊急時対策所  保管場所等  要員 移動    ，土石流 発生 送電線 垂 下   発生  
 ，通行可能   連絡通路 設置   

土石流 影響 考慮 ，2セット準備している可搬型設備は，その保管場所を分散して配置し，いずれか1
    土石流 影響 受   保管場所 配置   

図５ 連絡通路設置    
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論点項目＜17＞

屋内アクセスルートの設定（1／3）

建物内 各設備 操作場所           ，中央制御室又 屋外  操作場所   経路 複
数設定    ，    経路 基準地震動Ss及び地震随伴事象（火災，溢水）の影響を受けないこと
を確認している。

図６        経路（事故     雰囲気圧力 温度   静的負荷（格納容器過圧 過温破損）
（残留熱代替除去系 使用  場合））
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8
論点項目＜17＞

屋内アクセスルートの設定（2／3）

図７ 転倒防止処置例 図８ 物品移動処置状況
移動前 移動後

移動対象（窒素ガスボンベ）

①地震時の影響評価結果
地震発生時にアクセスルート周辺に転倒する可能性のある常置品や仮置資機材がある場合，固縛や転

倒防止処置によりによりアクセス性に与える影響がないことを確認している。
万一，周辺   常置品 転倒  場合 考慮 ，通行可能 通路幅 確保    場合 ，   

  移動又 撤去等 行        性 与  影響      確認     
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②地震時随伴事象（火災）の影響評価結果
アクセスルート近傍の地震随伴火災の発生の可能性がある，油内包機器及び水素ガス内包機器のうち，
転倒の可能性がある耐震S      機器    耐震性 評価  結果，耐震裕度   転倒    
        ，転倒 伴 油漏洩等   火災源       ，    性 与  影響      確
認している。

論点項目＜17＞

屋内アクセスルートの設定（3／3）

③地震時随伴事象（溢水）の影響評価結果
アクセスルートがある建物のフロアについて，地震により溢水源となるタンク等の損壊に伴い，各フロアにおけ
 最大溢水水位 歩行可能 溢水高       確認  結果，最大溢水水位 19cm   ，歩行可
能な水深である30cm以下であることから，アクセス性に与える影響がないことを確認している。

図９ 水位評価概要図

-18-



1

・論点項目＜18＞

原子炉水位が不明になる等，計装系に異常が

あっても適切な操作ができるか
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論点項目＜18＞

パラメータの推定
重大事故等対策を成功させるため把握することが必要な原子炉施設の状態を直接監視するパラメータ
（以下「主要パラメータ」という。）を測定する機器の故障，計測範囲超過又は電源喪失により，計
測が困難となった場合には，主要パラメータ毎に設定している他の計器の測定値を用いて主要パラメー
タを推定する手段を整備する。

原子炉水位計の設置
原子炉水位計は，主要用途に応じて，複数の水位計を設置する。（表1，図1参照）

計器名称 計測範囲※１ 主要用途

原子炉水位
(狭帯域)※２ ０ 150cm 通常時監視

給水制御
原子炉水位
(広帯域) -400 150cm 通常時監視

事故時監視
原子炉水位
(燃料域) -800 -300cm 事故時監視

原子炉水位
(SA) -900 150cm 事故時監視

原子炉水位
(停止域)※２ 0 1000cm 停止時監視

表1 原子炉水位計の種類と主要用途

図1 原子炉水位計の概要図
※１：基準点(0cm) 気水分離器下端（原子炉圧力容器零     1328cm）
※２：自主対策設備

レベル 水位※１

通常運転水位 83cm

燃料棒有効長頂部
(TAF) -427cm

燃料棒有効長底部
(BAF) -798cm

（参考）
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論点項目＜18＞

計器故障時に原子炉水位を推定する手段
原子炉水位（広帯域）   原子炉水位（燃料域） 故障  場合 ，当該計器 他     
又は原子炉水位（SA）により推定する。また，原子炉水位（SA）が故障した場合は，原子炉水
位（広帯域）   原子炉水位（燃料域）   推定   
機器動作状態   注水    流量  ，崩壊熱   原子炉水位変化量 考慮 ，原子炉圧
力容器内 水位 推定   
主蒸気配管  上  注水  場合，原子炉圧力             圧力 差圧  ，原子炉
圧力容器 満水 推定   
電源喪失時に原子炉水位を推定する手段
外部電源・非常用ディーゼル発電機喪失時は，計器電源は蓄電池から給電する。
蓄電池  給電     間 ，      発電機   高圧発電機車 準備  給電元 切 替
えを実施する。
      発電機   高圧発電機車   給電 困難    場合 蓄電池 枯渇       
 場合 ，可搬型直流電源設備  給電   
計器への給電が困難な場合は，可搬型計測器により計測する。（図2，3参照）

図2 可搬型計測器 概略構成図

可搬型計測器 計測結果読み取り可搬型計測器接続電池容量確認

図3 可搬型計測器による計測風景
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論点項目＜18＞

原子炉水位計 測定原理
原子炉水位計 ，凝縮槽（基準配管） 原子炉圧力容器（RPV）の近傍に設置し，凝縮槽とRPV
 液相 接続  計装配管   格納容器外 圧力 導 ，差圧（DP）を計測し中央制御室等では
水位として監視している。
検出器には凝縮槽側とRPV側の水位（Lr，Ls）に応じた水頭圧（Hr，Hs）   原子炉圧力
（PRPV）が加わるが，差圧（DP） 原子炉圧力成分 相殺  水頭圧差（Hr－Hs）となる。
凝縮槽の水位（Ls） は常に一定※であるため，RPV側液相密度（ρr），凝縮槽側液相密度（ρs）
を校正条件として定めることで，差圧（DP）から原子炉水位（Lr） へ換算している。

図4 原子炉水位計測原理 概要図

DP = －（Hr + PRPV） （Hs + PRPV） = Hr － Hs

= (ρr･Lr  ρs･Ls) ･g
Lr

原子炉格納容器

Ls
(一定)

凝縮槽PRPV

ρr

ρs

(波線部は定数)

(※:急激な原子炉減圧等により凝縮槽内の水が蒸発し，水位の低下が生じる条件下では，Ls一定 条件 成立
     ，水位不明 判断  )

差圧検出器

中央制御室等へ

差圧

原子炉
水位
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5
論点項目＜18＞

原子炉水位不明時 判断
重大事故等対処設備   ，原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域）   原子炉水位
（SA） 設置    ，重大事故等時 原子炉水位 確認   ，以下 場合 原子炉水位不明 
判断する。
• 原子炉水位計の電源が喪失した場合
• 原子炉水位の指示に「ばらつき」があり，原子炉水位 燃料棒有効長頂部以上      判定出来 
い場合

• ドライウェル雰囲気温度 ，原子炉圧力 対  飽和温度 達  場合（事故時操作要領書（徴候
ベース）の中で定  水位不明判断曲線 水位不明領域 入  場合）（図5参照）

• 凝縮槽液相部温度 気相部温度   一致 ，有意 差 認     場合

図5 水位不明判断曲線
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6
論点項目＜18＞

原子炉水位不明時 対応
有効性評価   ，原子炉水位不明 判断  ，格納容器破損    雰囲気圧力 温度   静的
負荷（格納容器過圧 過温）   ，以下    対応 行    損傷炉心 冷却 維持      
ている。
• 外部水源にてLOCA破断口   原子炉水位回復    200m3/hで30分継続して注水する。その
後，LOCA破断口から格納容器へ流出 サプレッション・プール水位の上昇につながるため，崩壊熱に
  蒸発量相当 注水量 切替  。
上記操作により水位維持ができない場合は，サプレッション・プール水位の顕著な上昇がなく，原子炉圧
力容器表面温度 上昇   考      ，以下   損傷炉心 冷却維持 判断   
• 崩壊熱相当 注水量以上 原子炉注水 継続       
• サプレッション・プール水位が顕著に上昇していること。
上記 確認    場合 ，原子炉圧力容器下鏡温度 300℃に到達した時点で，損傷炉心 冷
却失敗を判断し，原子炉圧力容器破損 備  対応 実施   
水位不明時 対応 含 ，当該対応操作     ，事故時操作要領書 記載    ，適切 対
応が可能である。
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・論点項目＜19＞

重大事故に対応する訓練は行われているか
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論点項目＜19＞

重大事故等対策の対処に係る教育及び訓練（1/4）

重大事故等に対処する要員（1，2号運転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊）は，常日頃から重
大事故等時 対応    教育及 訓練 実施       ，事故対応 必要 力量 習得 行 ，
重大事故等時     的確 判断   ，平常心    適切 対応操作 行     準備     
また，教育及び訓練は，原子炉施設保安規定に基づく社内規程に基づき実施しており，事故時操作の知
識及 技術 向上 努     
東京電力福島第一原子力発電所事故以降 ，事故 教訓 踏   緊急安全対策 整備 ，全交流
動力電源喪失時    初動活動 備 各種訓練 継続的 実施       
具体的  ，電源確保及 給水確保 訓練，   撤去    訓練等 必要 時間内 成立    
の確認も含め，継続的に実施している。
新規制基準として新たに要求された重大事故等対策に係る教育及び訓練は，保安規定及び社内規程に
適切 定 ，知識及 技能 向上 図    定    頻度，内容 実施 ，必要 応  手順等 
改善を図り実効性を高めていくこととしている。
教育及び訓練の結果を評価し，継続的改善を図っていくこととしている。
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3
論点項目＜19＞

重大事故等対策の対処に係る教育及び訓練（2/4）
運転員及び緊急時対策要員に対する教育及び訓練は，机上教育にて重大事故等の現象に対する幅広い
知識 付与    ，             概要    教育      ，役割 応  重大事故等
時の発電用原子炉施設の挙動等の教育を実施する。
重大事故等対策に係る教育及び訓練は，運転員及び緊急時対策要員の役割に応じ，基本教育，要素
訓練及 総合訓練     年1回以上実施する。
教育及び訓練は，当社社員だけでなく，協力会社社員も業務委託契約に基づき実施することとしており，
当社が主催  訓練 参加     必要 力量 維持向上 図 こととしている。

【要素訓練】
基本教育 踏  ，発電用原子炉施設 冷却機能 回復    必要 電源確保及 可搬型重大事
故等対処設備を使用した給水確保等の対応操作を習得することを目的に，実施組織の要員に対し，重大
事故等対策 関  教育   手順 内容理解（作業 目的，事故       関係等） 資機材 
取扱 方法等 習得 図   要素訓練等 年１回以上実施   

【総合訓練】
組織全体    力量向上 図    発電所 ，年１回以上総合訓練 実施   
各要素訓練 組 合  ，原子力防災組織内各班 情報連携 組織全体 運営 適切 行     
かの検証を実施する。
本社等 行 総合訓練     ，当社経営層 参加 ，緊急時対策本部    活動 指揮命令及
 情報収集，並  他 災害対策本部等  連携     活動訓練 実施       ，原子力災害
発生時における発電所と本社等のコミュニケーションの強化を図っている。
総合訓練  ，適宜，          自治体等  情報提供等 連携，原子力事業所災害対策
支援拠点 立 上 ，他 原子力事業者  連携（協力要請等），社外  情報提供（模擬記者会
見訓練）等  取 組     
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論点項目＜19＞

重大事故等対策の対処に係る教育及び訓練（3/4）

項目 頻度 訓練の方針 訓練の内容

要素訓練 １回／年以上

•各要員 対 必要 教育及 訓練項目 年１回以上
実施 ，評価       ，力量 維持       
を確認する。
•各要員 力量 維持及 向上 図     ，各要員
の役割に応じた教育及び訓練を受ける必要がある。各要
員 役割 応  教育及 訓練 年１回以上，毎年
繰 返      ，各手順 習熟 ，力量 維持及 
向上を図る。
•各要員 力量評価 結果 基  教育及 訓練 有
効性評価 行 ，年１回 実施頻度  力量 維持
 困難 判断   教育又 訓練     ，年２回
以上 実施頻度 見直  

•給水活動及 電源復旧活動
等の各項目の教育及び訓練

総合訓練 １回／年以上
•想定  原子力災害  対応，各機能 組織間 連
携等，組織があらかじめ定められた機能を発揮できること
 総合的 確認  訓練 年１回以上実施 ，評価 
ることにより，緊急時対策要員の実効性等を確認する。

•緊急時対策要員の実効性等を
総合的に確認

表1 訓練 頻度 考 方
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論点項目＜19＞

重大事故等対策の対処に係る教育及び訓練（4/4）

項目 主な訓練内容 訓練実績
（2014年4月 2020年3月）

要素訓練

• 大量送水車   原子炉等  注水訓練
• 高圧発電機車   電源供給訓練
• ホイールローダを使用したアクセスルート確保訓練
• 重大事故の対応を含めたシミュレータ訓練
• 高線量 夜間等 想定  防護具等 着用  行 訓練 等

•自社シミュレータ訓練：68回
（累計参加人数：566名）

•社外シミュレータ訓練：55回
（累計参加人数：69名）

•発電所における要素訓練：331回

総合訓練 • 各要素訓練を組み合わせた組織全体の運営検証
• 社外       状況説明   行 模擬記者会見訓練 等 • 発電所における総合訓練：7回

表2 主な訓練内容

高圧発電機車   電源供給訓練 大量送水車   原子炉等
への注水訓練

総合防災訓練

図1 訓練状況
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・論点項目＜13＞

重大事故対策の結果，どれだけ安全性が向上したのか
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論点項目＜13＞

島根原子力発電所２号炉 ＰＲＡ 参考評価   ，現在，整備している重大事故等対処設備
等の一部を考慮した評価を実施した。より詳細な評価は今後，安全性向上評価にて実施していく。
評価にて考慮した主な重大事故等対処設備を下表に示す。

図１ 炉心損傷頻度の前後比較

内部事象運転時レベル１ＰＲＡについて，炉心損傷頻度 6.2×10-６／炉年  7.4×10-８／炉
年  低下 ，重大事故等対処設備 考慮     炉心損傷頻度 約83分の1まで低減した。地
震レベル１ＰＲＡについて，炉心損傷頻度 7.9×10-６／炉年  3.7×10-６／炉年  低下
し，重大事故等対処設備 考慮     炉心損傷頻度 約2分の1まで低減した。

機能 設備

炉心冷却機能 低圧原子炉代替注水系

格納容器熱除去機能 格納容器フィルタベント系

サポート機能 常設代替交流電源設備
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3
論点項目＜13＞

内部事象運転時レベル１ＰＲＡについて，炉心損傷頻度 中 支配的 事故    
スグループは，      及 感度解析   崩壊熱除去機能喪失     ，崩壊熱
除去機能喪失 炉心損傷頻度 約95分の1に低下した。
崩壊熱除去機能喪失 炉心損傷頻度 大  低下  要因 ，崩壊熱除去機能の多
様化が影響したものと考えられる。

表２ 事故シーケンスグループの寄与割合

事故シーケンス
重大事故等対策設備考慮前 重大事故等対策設備考慮後

CDF（／炉年） 寄与割合（％） CDF（／炉年） 寄与割合（％）

高圧注水・減圧機能喪失 5.1E-09 <0.1 5.1E-09 6.9 

高圧・低圧注水機能喪失 3.3E-09 <0.1 4.9E-11 <0.1

全交流動力電源喪失 2.7E-09 <0.1 1.7E-12 <0.1

崩壊熱除去機能喪失 6.2E-06 約100 6.5E-08 88 

原子炉停止機能喪失 6.4E-10 <0.1 6.4E-10 0.9 

LOCA時注水機能喪失 4.3E-13 <0.1 4.3E-13 <0.1

格納容器バイパス
（インターフェイスシステムLOCA）

3.3E-09 <0.1 3.3E-09 4

合計 6.2E-06 100 7.4E-08 100 
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・論点項目＜14＞

新規制基準対応設備を導入したことで，

新たな弱点が生じていないか
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2論点項目＜14＞

＜SA設備等の設置に伴う既存設備への影響について＞
重大事故等対処設備 設置工事 既設設備 改造工事 行 場合，既設設備等に悪
影響を与えないことを条件に工事内容を検討しており，工事計画の中でも手順書に従い，
影響有無を評価していることから，当該工事が悪影響を及ぼすことはないと考える。

＜SA設備を起因とする重大事故等の発生について＞
重大事故等対処設備は，事故が生じ，設計基準事故対処設備が機能喪失した場合に
 事故  対処 行     備       ，重大事故等対処設備 故障等 生  
としても，それが起因となって過酷事象に至るような状況にはならないと考える。

＜SA設備等の設置に伴う手順の整備について＞
新規制基準に基づき，設計基準対象施設および重大事故等対処設備を設置することに
  ，設備 増加 ，手順 煩雑      伴         発生 増加 懸念   
ものの，対応手順 整備 ，教育訓練等 通  ，力量 維持 向上 図 ，     
エラーの防止を図っていくこととしている。（詳細は，次頁参照）
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3論点項目＜14＞

【手順の整備】
     異常 発生  場合等    ，重大事故  進展 防止するため，図１のとおり対応手順を
整備している。
各種手順は，運転員が使用するもの（運転操作手順書）と緊急時対策要員が使用するもの（緊急時
対策本部用手順書）と，使用する要員に応じて整備している。なお，使用目的によっては，相互の手順の
完遂により機能を達成する場合があることから，重大事故等対処設備の使用に当たっては，中央制御室と
緊急時対策本部の間で緊密な情報共有を図っていくこととしている。
また，プラントの状態によって設備選択をすることになるが，手順書に設備選択の優先順位を明記すること
により，設備増加に伴い判断に迷うことの無いように配慮している。

［各種手順書間の繋がり，移行基準］
•各種手順 事故 進展状況 応  適切 使用可能     ，手順書間の移行基準 定めている。
また，事故対応中は，複数 手順書 並行  使用     考慮  ，手順書間  対応 優先順
位が存在する場合は，手順書にその旨を定めている。

［重大事故等発生時の対応］
•図１ 示 手順 有効  適切 使用      状態 応  対応 行    ，運転員及 緊急時
対策要員は，常日頃から対応操作について教育訓練等を実施し，手順の把握，機器や系統特性の
理解及 発電用原子炉 運転 必要 知識等 習得，習熟 図     
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4

図１ 手順書体系の概要図

論点項目＜14＞

緊急時対策本部対応手順書
【本部対応手順書】

原子力災害対策手順書
【ＥＨＰ】

事故時操作要領書
（ＡＭガイドライン）

【ＡＭＧ】

設備別運転要領書 別冊 警報発生時の措置
【警報発生時の措置】

事故時操作要領書
（事象ベース）
【ＡＯＰ】

事故時操作要領書
（徴候ベース）
【ＥＯＰ】

事故時操作要領書
（シビアアクシデント）

【ＳＯＰ】

技術支援支援

緊
急
時
対
策
本
部
用
手
順
書

運
転
操
作
手
順
書

支援要求

ＡＭ設備別
操作要領書

実施指示

緊急時対策所運用手順書
【本部運用手順書】
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